
 

 

特 記 仕 様 書 

 

工事番号  令和８年度 第１０９号 

工 事 名  道路維持工事 

工事場所  明日香村大字上居 地内他  

 

第１条 本工事の施工に当たっては、下記記載の図書及び本特記仕様書によるものとする。 

（１）土木工事共通仕様書（案）以下「共通仕様書」という。 

（２）土木請負工事必携    以下「請負必携」という。 

（３）土木工事施工管理基準  以下「管理基準」という。 

以上は平成３１年４月・・・奈良県 HP で公表 

 

第２条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。 

 

第１章 総  則 
 

第１条 （設計図書の照査等） 

本工事の施工にあたっては、事前に設計図書の照査を行うものとし、監督職員に確認できる資料を書

面により提出する。 

また、事前に現地踏査による施工箇所の状況把握を行い、施工箇所について監督職員と協議するもの

とする。協議の結果、変更が生じた場合、設計変更の対象とする。 

 

第２条 （施工計画） 

受注者は、「共通仕様書」に基づき契約締結後、速やかに監督職員に提出するものとする。その際、

「共通仕様書」記載（P1-21「1-1-1-32」）の交通安全管理に基づき、警備員の配置図および工事案内標

識（通行規制看板含む)の配置図を必ず添付し、工事案内標識については、設置後～工事着手前迄に実

際の設置状況を撮影した写真を監督職員に提出するものとする。 

また、工事名・工事内容・施主等の連絡先を記した工事看板についても契約締結後速やかに予告の意

味も含め工事区間の起終点に配置し、配置後、設置状況及び記載内容を確認できるよう近接で撮影した

写真を監督職員に提出するものとする。 

 

第３条 （再生資源利用「促進」（計画書）実施書） 

受注者は、「請負必携」記載（5-1～5-8）の再生資源利用（計画書）実施書について、契約・変更・

竣工時にすみやかに「請負必携」記載（5-5～5-8）の様式により再生資源利用の有無にかかわらず監督

職員に提出するものとする。尚、再生資源利用計画書を幅広く活用するため、書類とは別に電子データ

を監督職員に提出すること。電子データ入力を行う際、「CREDASシステム」により入力・帳票印刷・提

出ファイル作成を行うこと。 

※CREDAS システムについては、インターネット上、国土交通省のホームページから無料でダウンロー

ド可。計画・実施共入力後(竣工時)に提出ファイルを作成し電子記憶媒体（CD 等）または・電子メー

ルにて監督職員に提出すること。  



 

 

第４条 （現場組織表） 

本工事においては施工計画表提出時に、「請負必携」記載（2-55）に必要事項及び写真添付の上、監

督職員に提出すること。 

また、提出後内容に変更・修正等があった場合は、速やかに変更版を監督職員に提出すること。尚、

電子データで提出できる場合については、電子データも監督職員に提出することとする。 

（提出分の印刷サイズは A3 とする) 

 

第５条 （適正なコンクリート工事の施工） 

（１）監督職員の承諾を得ずに設計図書と異なるコンクリートを打設しないこと。 

（２）コンクリート工の施工にあたっては、土木請負工事必携 28「適正なコンクリート工事実施に 

関わる受注者の遵守事項」について遵守すること。 

（３）受注者は、コンクリート圧送作業をする際には、施工状況写真（ポンプ車全景、資格証を所持 

した圧送施工技能土等、落下防止装置)を撮影し、監督職員に提出すること。 

（４）土木構造物に使用する標準的なコンクリートの種類は、構造物の特性に応じて発注者が定める 

ものであり、施工性確保のためだけのスランプ、粗骨材の最大寸法等の変更は行ってはならない。 

 

第６条 （出来形数量の提出） 

請負者は、工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を監督職員の指示した期日までに提

出するものとする。 

 

第７条 （交通誘導警備員の配置） 

（１）交通誘導員は「警備業法（昭和４７年７月５日法律第１１７号 一部改正：平成１７年７月２６

日法律第８７号）」第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置すること。 

（２）本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則（平成十七年十一月十八日国家

公安委員会規則第二十号）に基づき交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を規制箇所毎に１名以上

配置することとする。但し、発注者と所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備検定合格者（１級又は 

２級）以外の配置を認められた場合は、この限りではない。 

（３）受注者は、交通誘導警備業務検定合格証明証（写し）を監督職員に提出するものとする。 

（４）交通誘導員については、下表のとおりとする。工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変

更の対象とはしないものとする。ただし、発注者と所轄警察署との協議結果により、交通誘導員編成が

変わる場合は、設計変更の対象とする。 

（５）工事内容に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし設計変更の対象

とする。 

 

 

配置場所 

 

交通誘導員 

 

編  成 

 

昼夜別 

交替要員 

 

の有無 

 

備 考 

Ａ地点   1名／ 1日 交通誘導員Ｂ：１名 昼間 無  

Ｂ地点   1 名／1日 交通誘導員Ｂ：１名 昼間 無  

 

 



 

 

交通誘導員Ａ：警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で交通誘導

警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従

事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員。 

交通誘導員Ｂ：警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で交通誘導

警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従

事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員以外の交通の誘導に従

事するもの。 

 

第８条 （環境対策） 

（低騒音型・超低騒音型の使用） 

施工にあたっては、低騒音型・超低騒音型建設機械の指定に関する規定にもとづき指定された建設機

械を使用すること。 

（排出ガス対策型建設機械） 

排出ガス対策型建設機械指定要領（建設大臣官房技術審議官通達、平成９年１０月３日）に基づき指

定された 排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合

は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の

開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装

着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 

ただし、請負者の都合による場合を除き、これにより難い場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更

とする。 

 

第９条 （施工） 

   （新技術情報提供システム） 

本工事において施工方法の指定はないが、工法の選定においては、新技術情報提供 システム（NETIS）

等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、督

職員と協議すること。 

 

（工事中の通行規制） 

昼間、夜間工事については、事前に監督員と協議すること。 

 

（橋梁添加物、既存測量点） 

工事着手前に橋梁添加物、既存測量点を調査し監督職員に報告すること。また、施工中、橋梁添加

物を破損しないよう留意し、万一破損した場合は、受注者において復旧すること。 

 

（安全関係） 

（１）構造物等の施工に於いて湧水、その他障害により通常の工法では、初期の目的を達成するこ

とが出来ない箇所については、工法及び対策を監督職員と協議するものとする。 

（２）工事中に於ける民生安定上または関係機関との協議の結果により、新たな作業の発生及び構

造の変更が生じた場合は、必要に応じ監督職員と協議するものとする。 

（３）工事により汚濁水が発生した場合、その処理方法について監督職員と協議するものとする。 

（４）土砂運搬中の落石、土砂落下対策を行うこと。それらに要する費用は共通仮設費に含まれる

ものとし設計変更の対象としない。 



 

 

（５）施工箇所の第三者進入防止等の措置を行うこと。仕様等については監督員の承諾を得ること。

それらの費用は本工事費に含まれるものとする。 
 

（水質汚濁、不法投棄） 

（１）工事実施に際しては、汚濁水、生コンクリート等の流出など起こさぬよう現場管理にあたっ

ては細心の注意を払うこと。なお、その方法について、施工計画書に具体的に記載し、現場管理

を行うものとする。 

工事により汚濁水が発生した場合、その処理方法について監督職員と協議するものとする。 

（２）工事実施に際しては、法令を遵守するとともに、建設廃材、残土等の運搬については道路交

通法、道路運送法、貨物自動車輸送事業法、その他関係法規を遵守すること。 

（３）施工時の留意事項：床掘及び掘削区聞が連続し崩壊の危険性がある場合には、短区間の施工

とする。 

（４）除草工事における安全対策：除草作業等を行う場合、受注者は、車両及び一般通行者等の交

通の障害にならないよう施工するものとし、危険防止の対策を講じなければならない。 

 

第２章 その他 
 

第１条 （一般事項） 

（建設発生土受け入れ地及び建設廃棄物処理地） 

（１）建設発生土及び産業廃棄物の処分については、入札条件により、残土処理計画書及び再生資源 

利用［促進］（計画・実施）書を監督職員に提出するものとする。 

（２）建設副産物の搬出について 

本工事の施工により発生する建設副産物は下記の場所に搬出するものとして設計している。受入条 

件等は下記のとおりである。 

ただし、やむを得ない事情等により上記によりがたい場合は監督職員と協議するものとする。 

なお、請負者の都合による受入場所（施設）の変更は、監督職員と協議の上、公的な受入施設、奈

良県県土マネジメント部が産業廃棄物処理業者及び建設発生土受入業者として登録している県内の民

間受入施設に限り認めるものとし、設計金額の変更は減額となる場合のみを対象とする。 

 

 

建 設 副 産 物 受入場所（施設） 片道運搬距離 
受入期間 

及び受入時間 
その他受入条件 

コンクリート塊 
御所市柏原 1485-4 

(株)上田建設 
６．９ｋｍ 

日祝祭日を除く 

7 時～16 時 45 分(通常) 
 

アスファルト塊 
御所市柏原 1485-4 

(株)上田建設 
６．９ｋｍ 

日祝祭日を除く 

7 時～16 時 45 分(通常) 
 

建設発生木材                                

 

 

 

建 設 汚 泥                                 



 

 

建 設 発 生 土 
桜井市浅古 477 番 1 

佐々竹建設㈱ 
７．５ｋｍ 

日祝祭日を除く 

8 時～17 時(通常) 
 

 

第２条 （コンクリートの水セメント比について） 

コンクリートの水セメント比については、仕様書の数値を満足するものを使用すること。 

尚、レディーミクストコンクリートの種類等により、設計規格(18-8-40 等)では満足しない場合があるが、

その場合満足する呼び強度のものを使用すること。ただし、水セメント比の上限設定に伴い呼び強度を

変更する場合は設計変更の対象としないものとする。 

 

第３条 （各種調査への協力） 

村が実施する各種調査に協力すること。調査種及び調査概要は、調査対象となった場合に連絡する。 

 

第４条 （交通安全管理） 

請負者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたって、別紙「入札条件」を参考にわかりやすい工事 

名を記載することとする。 

 

第５条 （再生材の使用） 

（１）本工事施工に使用する資材において、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、積極的

に再生材を利用しなければならない。 

ただし、請負者の責によるものでないやむを得ない理由により、再生材の利用が困難な場合は監督職

員と協議するものとする。 

（２）再生材の使用にあたっては、別紙１「再生材の使用に関する取り扱いについて」によるものとす

る。 

（３）請負者は、地場産業の活性化を図るため、再生資材の調達については奈良県産品の使用をより一

層努めるものとする。 

（４）再生材の使用に当たっては監督職員に試験成績書を提出するとともに、不純物の混入をなくすた

め現場にて搬入品の確認を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１  

再生材の使用に関する取り扱いについて 

 

 

１．再生材の種類 

 

（１）再生クラッシャラン 

再生クラッシャランは、所要の修正ＣＢＲと粒度が得られるように路盤発生材、再生骨材、あるいはこ

れらを混合し、必要に応じて補足材を加えた再生資材をいう。 

 

（２）再生粒度調整砕石 

再生粒度調整砕石は、所要の修正ＣＢＲと粒度が得られるように路盤発生材、再生骨材、あるいはこれ

らを混合し、必要に応じて補足材を加えて粒度と含水比を調整した再生資材をいう。 

 

（３）再生コンクリート砂 

再生コンクリート砂は、セメントコンクリート発生材を破砕または解砕し、所定の粒度に調整し、必要

に応じて補足材を加えた再生資材をいう。 

 

（４）再生加熱アスファルト混合物 

 アスファルトコンクリート再生骨材に、必要に応じて再生用添加剤、新アスファルトや補足材を加えて

製造した加熱アスファルト混合物をいい、道路舗装の表層・基層に適用する。 

 

 【用語の説明】 

路盤発生材とは、舗装発生材のうち、路盤から発生する砕石、クラッシャラン、粒度調整砕石、セメ

ント安定処理路盤材、鉄鋼スラグ等の発生材をいう。 

再生骨材とは、アスファルトコンクリート再生骨材、セメントコンクリート再生骨材、路盤再生骨材

の総称をいう。 

アスファルトコンクリート再生骨材とは、アスファルトコンクリート発生材を破砕または解砕し、分

級した骨材をいい、これには舗装発生材中のアスファルトを含む。 

 

 【注 意 事 項】 

工事で発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、産業廃棄物であるとともに、再

生資源としても位置づけられるものである。再利用するには、有価物にするための再生処理をおこなう

必要がある。 

① 再資源化施設で再生材として処理されたものを有償で買い取り、工事で使用する。 

② 移動式破砕機・仮設プラント等で自ら中間処理を行い、使用目的(場所)の品質・規格に適合する

有価物である再生クラッシャラン等にして使用する。 

         （使用にあたっては、廃棄物処理法の手続きに等に注意してください。） 

 ※「有価物」－－－－－－－－－他人に有償で売却できるもの 

 

 



 

 

２．適用工種 

 

再  生  材 適 用 工 種 

再生クラッシャラン 

舗装の下層路盤材料 

土木構造物の基礎材・裏込材・埋戻材 

※ただし、アスファルトコンクリート再生骨材を含む場

合は、河川構造物に使用してはならない。 

再生粒度調整砕石 舗装の上層路盤材料 

再生コンクリート砂 電線共同溝、下水道の管路部等の基礎材 

再生加熱アスファルト混合物 舗装の表層材・基層材 

３．品質基準 

 

○再生クラッシャラン 

コンクリート塊から製造した再生クラッシャランを利用するにあたって、その用途を定め、品質基準

を次のように規定する。 

 

①使用用途 下層路盤材、埋戻材、裏込材、基礎材 

※ただし、アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は、 河川

構造物に使用してはならない。 

②粒度 最大粒径は目的に応じ適宜選択するものとする。 

試験方法は、ＪＩＳ Ａ １１０２「骨材のふるい分け試験」に基づき

行い、望ましい粒度範囲は下表のとおりとする。 

 粒度範囲(呼び名) 

ふるい目の開き 

４０～０ 

(RC-40) 

３０～０ 

(RC-30) 

２０～０ 

(RC-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通 

過 

質 

量 

百 

分 

率 

(%) 

 ５３   ｍｍ 100   

 ３７．５ ｍｍ 95～100 100  

 ３１．５ ｍｍ － 95～100  

 ２６．５ ｍｍ － － 100 

 １９   ｍｍ 50～80 55～85 95～100 

 １３．２ ｍｍ － － 60～100 

  ４．７５ｍｍ 15～40 15～45 20～50 

  ２．３６ｍｍ 5～25 5～30 10～35 

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの

見かけの骨材粒度を使用する。 

③ＰＩ(塑性指数) 

 

 

 

試験方法 
ＪＩＳ Ａ １２０５「土の液性限界・塑性限界試験」に基づく

。 

規格値 ６以下 

ただし、簡易舗装の下層路盤に使用する場合は９以下とする。 



 

 

④修正ＣＢＲ 

 

 

 

 

 

 

 

試験方法 舗装試験法便覧２－３－１「修正ＣＢＲ試験方法」に基づく。 

規格値 ２０〔３０〕％以上 

ただし、簡易舗装の下層路盤に使用する場合は10〔20〕％以上と

する。 

アスファルトコンクリート再生材を含む再生クラッシャランを

用いる場合は、修正ＣＢＲの基準値に〔 〕内の数値を適用する

。なお、４０℃でＣＢＲ試験を行う場合は通常の値を満足すれば

よい。 

⑤すり減り減量 

 

 

試験方法 

ＪＩＳ Ａ １１２１「ロサンゼルス試験機による粗骨材のすり

へり試験」〔粒度は道路用砕石Ｓ-１３(13-5mm)のもの〕に基

づく。 

規格値 ５０％以下 

⑥試験成績表 再生クラッシャランを使用する場合は、上記に掲げる②～⑤に関する

試験成績表を使用前に提出しなければならない。 

試験成績表は、工事で使用する日から６か月以内の試験成績表を有効

と見なす。 

○再生粒度調整砕石 

コンクリート塊から製造した再生粒度調整砕石を利用するにあたって、その用途を定め、品質基準を

次のように規定する。 

 

①使用用途 上層路盤材 

②粒度 最大粒径は目的に応じ適宜選択するものとする。 

試験方法は、ＪＩＳ Ａ １１０２「骨材のふるい分け試験」に基づき

行い、望ましい粒度範囲は下表のとおりとする。   

 粒度範囲(呼び名) 

ふるい目の開き 

４０～０ 

(RM-40) 

３０～０ 

(RM-30) 

２０～０ 

(RM-25) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

通 

過 

質 

量 

百 

分 

率 

(%) 

 ５３   ｍｍ 100   

 ３７．５ ｍｍ 95～100 100  

 ３１．５ ｍｍ － 95～100 100 

 ２６．５ ｍｍ － － 95～100 

 １９   ｍｍ 60～90 60～90 － 

 １３．２ ｍｍ － － 55～85 

  ４．７５ｍｍ 30～65 30～65 30～65 

  ２．３６ｍｍ 20～50 20～50 20～50 

 ４２５    μｍ 10～30 10～30 10～30 

   ７５    μｍ 2～10 2～10 2～10 

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの

見かけの骨材粒度を使用する。 

③ＰＩ(塑性指数) 
試験方法 

ＪＩＳ Ａ １２０５「土の液性限界・塑性限界試験」に基づ

く。 

規格値 ４以下 



 

 

④修正ＣＢＲ 

 

 

 

 

 

 

 

試験方

法 

舗装試験法便覧２－３－１「修正ＣＢＲ試験方法」に基づく

。 

規格値 ８０〔９０〕％以上 

ただし、簡易舗装の下層路盤に使用する場合は60〔70〕％以上と

する。 

アスファルトコンクリート再生材を含む再生粒度調整砕石を用

いる場合は、修正ＣＢＲの基準値に〔 〕内の数値を適用する。

なお、４０℃でＣＢＲ試験を行う場合は通常の値を満足すれば

よい。 

⑤すり減り減量 

 

 

試験方

法 

ＪＩＳ Ａ １１２１「ロサンゼルス試験機による粗骨材のす

りへり試験」〔粒度は道路用砕石Ｓ-１３(13-5mm)のもの〕に

基づく。 

規格値 ５０％以下 

⑥骨材の安定性 

 

試験方

法 

ＪＩＳ Ａ １１２２ 「硫酸ナトリウムによる骨材の安定性

試験」に基づく。 

規格値 ２０％以下 

⑦試験成績表 再生粒度調整砕石を使用する場合は、上記に掲げる②～⑥に関する試

験成績表を使用前に提出しなければならない。 

試験成績表は、工事で使用する日から６か月以内の試験成績表を有効

と見なす。 

○再生コンクリート砂 

セメントコンクリート塊から製造した再生コンクリート砂を基礎材に利用するにあたって、その用途

を定め、品質基準を次のように規定する。 

 

①使用用途 電線共同溝における管路及びます部の基礎材 

下水道における管路の基礎材 

②粒度 試験方法は、ＪＩＳ Ａ １１０２「骨材のふるい分け試験」に基づき

行い、最大粒径及び細粒分（７５μｍ以下）は以下のとおりとする。 

 用   途 最大粒径 細粒分  

 

 

 

 

 

 

電線共同溝における管路及び 

 

ます部の基礎材 

 

１０ｍｍ以下 

 

５０％未満 

下水道における管路部の基礎 

 

材 

 

１０ｍｍ以下 

 

１０％以下 

 

③不純物量の制限 ゴミや有機性不純物は含んではならない。 



 

 

④六価クロム溶出試験 平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６号に規定される測定方法に

基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合していなければ

ならない。 

各工事で１購入先当たり１検体の六価クロム溶出試験を行い、環境基

準に適合することを確認しなければならない。その試験には、使用す

る再生砂を直接採取した試料を用い、試験を行うものとする。 

⑤試験成績表 再生コンクリート砂を使用する場合は、上記に掲げる②～④に関する

試験成績表を使用前に提出しなければならない。 

試験成績表は、工事で使用する日から６か月以内の試験成績表を有効

と見なす。 

六価クロム溶出試験は、プラントから提出される試験成績表と現場で

採取した試料の試験成績表を提出しなければならない。 

 

○再生加熱アスファルト混合物 

再生加熱アスファルト混合物の配合設計は、舗装再生便覧 平成１６年２月（社団法人日本道路協会）

に基づくものとする。 

 


